
○国土交通省告示第 659 号 

   大津市歴史的風土保存区域の指定 

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41年法律第１号）第４条第１項及び第２項

の規定により、次の区域を歴史的風土保存区域に指定し、公示する。ただし、その効力は、平成 16 年 8

月 2 日から生ずるものとする。 

その区域を表示する図面は、滋賀県庁及び大津市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。 

平成 16 年 6 月 15 日                     国土交通大臣 石原 伸晃 
名称 区域 面積 摘要 

大津市歴史的

風土保存区域 

大津市仰木二丁目、坂本一丁目、坂本四丁目、

坂本五丁目、坂本六丁目、坂本八丁目、坂本

本町及び穴太三丁目の各一部 

約1,557ヘクタール 比叡山・坂本地区 

 大津市神宮町、錦織一丁目、千石台、皇子が

丘一丁目、比叡平一丁目、比叡平二丁目、比

叡平三丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋

賀町及び錦織町の全域並びに滋賀里一丁目、

滋賀里三丁目、高砂町、南志賀一丁目、南志

賀二丁目、錦織二丁目、山中町、園城寺町及

び山上町の各一部 

約1,100ヘクタール 近江大津京跡地区 

 大津市神出開町の全域並びに大谷町、追分町、

稲葉台、藤尾奥町、大門通、園城寺町、山上

町、三井寺町、小関町、逢坂一丁目及び逢坂

二丁目の各一部 

約563ヘクタール 園城寺地区 

 大津市松本本宮町、膳所池ノ内町、膳所平尾

町、膳所雲雀丘町及び膳所上別保町の全域並

びに大谷町、梅林町、逢坂一丁目、音羽台、

鶴の里、池の里、秋葉台、若葉台、北大路三

丁目、国分一丁目、国分二丁目、大平一丁目

及び石山寺辺町の各一部 

約1,173ヘクタール 音羽山地区 

 大津市松原町、唐橋町、螢谷、石山寺一丁目、

石山寺二丁目、石山寺三丁目、瀬田一丁目、

瀬田二丁目、瀬田三丁目、瀬田四丁目及び瀬

田五丁目の各一部 

約164ヘクタール 石山寺地区 

  合計 

約4,557ヘクタール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




